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；此
の
理
由 

か
ら
生
產
手
段
の
集
合
は
‘自
然
必
然
的
で
な
い
Z
ビ
を 

否
楚
し
た
0 

I

楚
を
な
す
漭
は
社
會
的
マ
.
ル
.ク
ス
主 

義
の
根
本
思
想
を
圯
し
い
も
f

レ
て
取
つ
て
居
る
。 

「

吾
人
が
其
の

根
本
學
說
ま
ニ
：
の
反
對
を
發
見
し
得 

る
0
、
マ
ル
ク
ス
主
義
0

方
面
の
政
治
的
活
働
に
對
し
て 

な
5

れ
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'
T

分
の4

比
班
め
よ

W

S

ふ
理
由
は
毫

| 

.
歐
洲
諸
國
爲
替
相
場
の
暴
落
に
ば
、
各
種
の
原
因
こ 

|

を
あ
れ
其
主
把
る
も
の
.は
趣
貨
の
膨
脹
、
財
政
の
紊
亂 

等
凡
て
戰
亂
從
基
因
す
る
病
弊
に
し
セ
爲
替
棚
場
の
下 

落
せ
る
一
方
に
は
必
中
異
常
な
る
物
價
の
騰
貴
を
伴
へ 

I

る
を
以V

、

如
«

に
«

逸
の
如
<
政
府
の
カ
を
以
て
崔 

|

產
费
め
暴
騰
を
.防
ぎ
物
僧
の
調
節
を
計
れ
る
國
ビ
雖
、

■

全
然
#

憤
に
何
等
の
關
，係
な
く
、
單
•に
爲
替
相
撟
の
一 

方
に
の
み
に
人
工
的
制
限
を
加
へ
ら
る
、
時
は
、
最
早 

\

正
胄

0

方
法
を
双
セ
し

て

は

之
に
對
す
る
の

«

_
き̂

 

至
る
べ
く
、
ま
し
て
伊
太
利
以
下
の
國
R

於V

は
之
を 

.以
て
全
然
輸
入
の
禁
北
^
凫
名
の
外
^

さ
な
彡
。

此
法
雜
が
制
定
甘
ら
る
ゝ
場
合
に
之
が
適
用
を
受
く 

' 

_

べ
き
國
、
並
に
轍
入®

賦
課
の
標

I

格
の
騰
貴
率
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七
九
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四
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八
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七
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倍 

.

四
、
七
五
倍

§

0

%

右

.0
法
'案
>
 
下
院
通
過
ミ
同
時
に
大
な 

る
反
對
起
.り
、
終
に
上
院
委
員
會
は
之
.を
緊
錬
關
稅
法

關
す
る
法
#
^
^
上
院
に
提
出
す
る

に
至
れ
ぅ
。

• 

. 

.

;

..

.

. 

.

f

從

獲

議

鬟

s

f

暴

律

案

^

^

.0
'ァ
ン
ダ
！
ゥ
.
|
ド
關
銳
法
^

據
る
'に
.
>

て
，
輸
出
國
の
：市
價
に
.從
ひ
て
課
：襁
す
る
は
即
ち
ニ
褪 

の
^

^

0

.內
高
'き
價
格
に
#

ひ
.て
；課
税
す
る
の
結
果
を
. 

見
^

シ
。
岑
れ
^

稞
在
は
>
^
^
,レ
も
然
|

0

例
へ
^
 

71
第
^

、：ダ
.
ン
ビ〕

ン
ダ
禁
：止
法
の
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IP』

の
場
合
に
記
述 

せ
る
が
^

ズ
、
爲
替
相
場
0

下
落
を
利
用
し
米
國
に
對 

し
て
'
4本
國
：の
市
慣
ょ
り
も
薇
.に
高
：§
«
格
を
以
て
愈

霞

.

|

.

|は
輸
_

0

市
傯
f

し
I

I

之
.j、

出
し
£

|

々
t

て
除
裕
を
有
す
る
I

り
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を
述
べ
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>
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し
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紀
も
拘
ら
ず
米
國
の
關
奮
が
依
然
£

て
舊

.

暴

れ

從

審

取
I

例
に
雄
へ
ば
、一 :

般

に

外

國

に
f

維

持

し

、
.
驚

國

の

市

f

標
準
と
し
て
輸
入
究 

f

す
る
商
知
の

«

格
は
：

_

_

内
に
於
て
消
費.

せ

ら

を

徵

收

す

る

は

旣

歲

由

の

存

せ

H

る

雪

〜

'

I

市
情
奢

.

^

I

を

舊

た

る

を

以

斯
に
於
て
、.

上
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賣

會

举
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ょ

り
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付

せ

ら

れ. 
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第

十

五

潘
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三
九
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0

烧
念
躕
稅
法
祁
定1-
姚
て

%
十
號

1

H
四

た
る
換
篇
舉
制
，限
：に
關
す
る
法
#
案
を
削
除
す
る
ミ
同 

時
に
之
に
代
え
て
當
法
案
を
制
定
し
、
爲
替
相
場
の
下 

落
^

伴
ふ
合
衆
國
の
不
刹
を
除
か
ん
:̂

せ
ぅ
。

.緊
急
關
稅
法
第
三
寧〉
；~

從
價
桃
ノ
件 

第
二
：、
凡
>

商
品
ノ
«
格
土
準
シ

テ

$|
入
«

、
或

、ノ
其 

.

m
/
制

一

限

ヲ

決

定

セ

..ラ

ル

■。
へ
，
キr

品

ノ

輸

入.税

赋
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,

,ノ

標

準
->
>
其

商

品,
，輸

出

價

格

(
E
x
p
o
r
t

 

v
a
l
u
e)
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•:
'

卞
ラ
ザ
ル
價
格
ト
.
ス
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:

:
.
:

-

第
二
、：
本
法
ニ
於
テ
輸
出
價
格(

E
x
p
o
r
t

 

v
a
l
u
e
)

 

V
稱 

:

ス
グ
モ
ノ
ハ
輸
出
ノ
時
チ
於
ー
ス
興
商
品
或
ハ
之
-
類

、
.

似
i

s

、
輸
出
國
ノ
.主
要
市
場
！

1

m
a
r
k
e
t
)

一一
 

於
テ
何
人
ト
モ
自
由
ニ
取
弓
セ
ラ

,
、 

:」

:

1
般
卸
賣
ノ
數
量
ヲ「

輸
出
ス
ル
場
合
/
輸
坩
價
格
ヲ
，
 

云
フ
。

苦

シ

,

：
布ノ
輸
出
價
格
中
-
合
衆
國
：キ
輸
出
ス
ル
二

要
：スV

一一
 

凡
ー
グ
ノ
包
裝
荷
造
费
ヲ
含
マ
ザ
々
場
合、ノ
 

へ
，
：
.

.之

，

加

：
へ
、

若

、

v

右

ノ 

.

輸
出
價
格
中
二'

合

衆

國
I-
輸

出
ス
■ル
ニ
要
ス
.ル
®

裝
荷
.造
'費
以
外
ノ
费
用
、
合
衆 

'
國
ノ
輸
入
税
輸
出
地
ョ
タ
合
衆
隞
荷
渡
地
ユ
至
ル
遯 

賃
ヲ
含
A
場
合
ハ
之
ヲ
減
.ジ
、
K

二
又
、
輸
出
國
一
二 

於
テ
徵
收
ャ
ラ
ル
ベ
キ
輸
出
税
ヲ
含
マ
ザ
ル
場
合
ハ 

此
金
額
ヲ
加
フ
。
®

十1

〔

註
十1

.

本
法
に
於
て
は
輪
出
闕
に
於
け
ろ
輸
入
戾
稅
に
付
て
は
⑷ 

等
の
ま
洚
か
設
け
す。

.

瘦1. 1"

緊

#關
稅
法
第t

章(

農
產
物
保
饞
千
九

. 

百
十
三
年
關
稅
法.

(

現
行
ァ
ン
ダ
ー
ク
ー
ド
關
稅
法

) 

.•
其
他
凡
一
ァ
本
法
施
行
前
ノ
法
#

ユ
シ
テ
輸
入
品
ノ
價 

.

格
決
®

二
關
ス
ル
規
萆
エ
ふ
凡
テ
本
章
ノ
規
定
ヲ
適 

I

用
シ
現
行
關
稅
法
二
規
定
..セ

ノ
市
價〔

I I
:

十
一】

.
,

或

V
本
章
二
定
義
セ
’ル
輸
出
價
格
ノ
內
何
レ
力
高
憎 

.

.

ナ
ル
價
格
ヲ
輸
入
稅
賦
課
ノ
標
準
ト
ナ
ス
。

‘

但
シ
商
品
ノ
主
要
ナ
成
部
分

(
C

O
B

P
O

S
l

l
t

 

m
a

t
e

r
i

a
l)

ノ
僧
格
ニ
ョ
ソ
テ
課
税
セ
ラ
ル、
輸
入
商

ロ
叩■
ニ.

就
.

テ
.

ハ、

.

競

•

じ

■ 
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千
九
百
十111

年
ノ
關
稞
法
/
規
定
ヲ
從
商
ノ
通
リ
適

.甩
ス
。
E

十
二】

i

十
.

一】

千
九
贸
十
三
每
關
稅
法
に
於
て
輸
出
國
の
市

f

M

r

 

名
も
の
は
、
合
衆
國| :

1
出
の
時
、
其
輸
出
國
の
主
埂
市
揚
に
於 

て
與
商
品
が
何
人1
1對
し
て
も
自
山
に
取

'1
)

!

せ
ら
る
.、
卸^

の
0 

.

格12

し
て
合
衆
國
に
輸
出
マ
ゐ
に
必
锻
对
各
包
装
徜
造
毀
か
含
む 

t

の
あ
リ
。

 

.

C

註
十
二1

千
九
西
十
彐
知
關
稅
法
は
第
氐
茛
八
十
六
節
に
於
て
、
：
 

.
■

「
1

つ
の
商
品
が
ニ
種
以
上
の
材
料
か
以
て
組
成
せ
ら
る
い
揚
合 

は
、
典
主
要
な
る
憤
値
を
槨
威
せ

：

る
材
料
の
輸
入
税
荦4
全
部
に

.

.

適
用
す
る」

祺
4 >

規
定
せ
リ

0

:

:;
!
:右
0

規
定
^

從
へ
ば
輸
入
桃
賦
課
の
標
準
は
、
輸
出 

调
の
市
價
、
或
は
輸
.坩
價
格
の
何
れ
が
|
方
高
き
價
格 

を
標
举
と
し
て
課
税
す
る
も
の
な
る
を
以
て
、
從
來
の 

關
稅
法
ょ
り
も
其
適
用
の
箱
圍
自
由
t
eし
て
爲
替
相
場 

の
下
落
せ
る
國
が
其
相
場
を
利
财
し
て
利
を
得
ん
€
す 

る
も
'の
に
對
し
て
は
芷
當
の
抑
制
を
加
へ
得
べ
く
、.
又
. 

下
院
の
.定
め
た
る
法
案
の
如
く
人
工
的
に
ち
非
す
、
最 

も
當
然
の
規
定
^

云
ふ
べ
し
。

.今
後
，

1

般
關
稅
の
.制

定

せ

ら

る

、

に

當

b
.て
は
如
何 

な
る
主
義
.が
勝
利
を
占
.む
-
べ
き
や
は
、
常
周
*
€
«
、
 

未
•
&».
言
し
能
：は
ざ
る
所
な
れ
共
、
緊
急
關
襁
法
に
於 

て
上
院
の
：採
用
し
た
る
此
主
義
が
最
後
の
勝
利
*
た
ら 

ん
事
を
希
望
し
て
止
^

ざ
る
な
り
。
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十
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換
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時
價
決
萣
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す
る
規
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前
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の
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i

上
院
'の
法
律
案
を
也
て
下
院
の
m

#
 

率
制
限
案
に
交
代
せ
し
め
た
る
を
以
て
、
茲
に
當
然
の 

結
果
S

し
て
爲
替
換
算
率
時
價
.決
定
の
標
準
を
設
く
る 

0

必
要
を
生
じ
、
_緊
急
關
桃
法
は
其
第
四
章
妃
之
を
規 

定
し
？
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濟
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藏
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藏
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シ
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率
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又
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藏
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シ
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近
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於
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パ
簾
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決
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愈
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替
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場
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算
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テ
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買
相 

場
ヲ
決
定
ス

V

シ
。 

，

；

\

第

十
_

染
銶
漩M

化
®

藥
品
輸
A

監
督
法 

r

緊
急
關
稅
法
は
其
最
後
の
第
五
章
に
染
料
並
に
化
學 

藥
品
'0
輸
入
監
督
に
.關
す
る
規
定
を
設
け
た
り
、
該
規 

I 

定
は
»

m
獨
の
名
，稱
5r
之
u
y
e 

a
n
d

 

c
B
e
m
i
c
a
l
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o
n
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A
c
t
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1
9
2
1
4

ご
稱
す
れ
共
其
の
粟
點
ど
す
る
.所 

|

は
染
料
の
輸
入
制
限
に
し
，て
染
料
以
外
の
目
的
に
使
用 

\

せ
ら
る
、
藥
品
は
僅
に
其I 

.部
に
過
ぎ
ざ
る
な
6

、
化 

\
學
染
料
のH

業
は
元
來
、
獨
逸
、
英
國
、
佛
蘭
西
、
ス
ク 

j

 

.

ィ
ツ
ツ
ル
ノ
ー
〃
、
ク
工
ー
等
歐
洲
大
陸
の
產
業
に
し 

.
て
米
國
が
之
は
着
手
し
.た
る
は
千
九
西
十
五
年
以
後
(2
: 

■

し
靡
も
千
九
首
十
五
年
、：
千
九
百
十
六
年
の
；產
額
は
.
. 

極
め
て
微
々
た
る
も
の
な
る
を
以
て
此
の
新
工
業
の
效 

果
を
枏
當

k

見
石
に
萊
6
し

.

は
最
近
ニ
ミ
尔
の
事
5
0.云

I

I
11
P

:

1;  
I :

I ;
I: ;
1

I

ふ
ベ
く
、
未

K

孕
時
代
於
て
歐
洲
品S

競
爭
し
#

ベ
き 

*

礎
を
有
せ

.

ざ
る
は
寧
：ろ
當
然
な
&
。

戰

時

に

於

て

は}

方
i c

洲
染
料
の
輸
入
は
杜
絶
し
、 

他
方
に
於
て
は
米_

內
及
び
東
洋
方
面
の
他
の
：丄
業
の 

隆
输
な
る
に

#

ひ
化
學
染
，料
の
癒
耍
著
し
く
增
加
し
た 

れ
ば
之
化
促
さ
れ
て
来
國
の
新X

業
は

®

時
W

の
間
に 

驚
く
べ
き
發
達
を
遂
げ
千
九
西
十
七
年

^

は
^

に
千
九 

西
十
四
年
の
輸
入
額R

等
し
き
化
學
染
料
を
産
す
る
に

種

別

レ 鹽 媒 输 酸.イ染イ直 
合 1 1 ゾ

ST ソデ
キ 染 贺 tt- ィ核 

色 性 ‘ ィ T* 
素 # 色 染 染 以 染
.比！  ゴ 外

脣r 其 の
他 索 素 料 料 丨 魏 料

輸

入

額

(

封
度)

 

一
-
?
T

j

 

,四
年 

1

〇
>

1六
四
、
七五
，

七

r
^
g
l
s
l
H

'o
s

:

八

、
四
〇.-
、
三
五
九 

九
、
二
八
六1五
〇
ー 

' .

七
、

c

五
三
、
八
七
九 

..

.

四̂

1五
〇
、
四
四
ニ

H

、
〇
〇r

、
四
八
〇

I

、
五.1

ニ
、
六
〇
五 

四
五
、九
ニ13

1
1

H

七

.

至
れ
り
、
次
で
千
九0
十
八

.

年

、
.
十

九

年

逐

次

增

加

し
 

て
千
九
西
十
九
年
^
は
戰
前
の
輸
入
額
を
超
過
す
る
事 

約
四
割

.

の
染
料
を
產
し
、
千
七
西
萬
卵
を
輸
出
す
る
に 

至
れ
り
。ソ

：

.

米
國
染
料
の
全
鄺
時
代
に
於
け
る
產
出
额
ビ
戰
前
の 

輸
入
.紙
ミ
を
對
照
す
れ
ば
次
の
如
し
。

合

衆

；
國.

生

產
M

(

單

.位 

'

封

度〉

-

-

-

-

-

---

 

■ 

I
—

,f/r.
 
_

_
_

_
_

_
I 

!
.

1
. 

'

九

一

七
' 

年 

1
i

J

八
一
、七
六」

.

I

四
.

，
五
ニ
五
： 

ご
七
四"

七
七I. 

九
、三
七
ニ、11

1
1 

1
.

W、

五
八
八
、
！三
ニ 

四
、一

六
四
、九
、

O

二 

ニ
、〇
- t
<

八
、〇
四
三 

九
三
四.

、
三
六
0 ;

1

九

1

:

八
年

.

ニ
1>
ニ
八
五
、
六
八
三 

1

九
七
、
四
四
：九 

三
、0

<

三
、
八
八
八 

九
、
七
九
九
、〇
七一 

3
T

一、
六
九
八
、
八U

六 

五
、
吼
四
七
、
！
九.
1
1 

ニ
、
八
七‘

九
、
六
三
九 

,

〇
六
八
、四
六
六 

五
八
、
四.

六
0
、1
5四
ぐ.

.

一

九

一

九

¥
メ 

1

阀
、
四
四
四
、九
三
四 

三
八
九
、
一
五/ \ 

八
、
八
六
三
、
八
ニ
四 

1

ニ
、一

九
五
、九
六
八 

5
七
、2 '

1四
、
四
1
八

三
、
九
八
五
、0
31
0
:

四
、
〇
三
六
，
*.
三
ニ 

1

、
八1

三
、1

九
九

六 

n
r

n
m

H
、

C
K

m

四
H

、
六
〇
八
"
七
〇

玉

斯

の

：
如

く

長

足
0
進
涉
は
見
れ
れ
共
、
元
來
米®

の

バ

勞

銀

は：

甚
だ
高
く
石
炭
、
電
氣
等
總
て

第
十
軍
#

(

1
三
九
七)

，
.
雜
.

錄

.
緊

蠢

税

法

：制
定
1;
就
て 

第

十
號

 

ー
3
七



第

十

五

卷

(

1

H
九
八)

雜
錄
緊
急
關
桃
法
制
定
！

1

就
^

第
十
號

I

H
八

洲
雜
國
に
比
し
て
鐵
に
高
價
な
れ
ばt

旦
平
時
に
復
す

る
や
、
獨
逸
、

ス
4

イ
ツ
：ツ
ル
、

シ
エ
コ
ス
ロ 

V

キ
ア

等
の
激
^
!な
る
競
爭
•に
邀
遇
せ
b

v

;尙
、

ソ
タ
ク
ム
染 

料
の
原
料
た
る
亜
硝
酸
曹
達
の
製
造
及
び
ア
ニ
リ
シ
其 

他

の
コ
ー

ル
タ

ー

染
料
の
い
工
業
も

*

國
の
生
產
原
惯
は 

)

到

底

輸

入

品

の

價

格

代

近

接

ず

る

を

得

ゃ

千

九

西

ー

，一
十 

年

の

秋

ょ

.，り

千

九

西

1
1

:+
1
年

の

泰

に

か

け

，て
大
部
分 

の
染
料
:£
業
會
社
は
エ
場
を
閉
鎖
す
る
の
.1
1
:む
な
き
に 

茧
れ
り
、

,：

 

:

:
' 

染
料
並
紀
化
學
藥
品
輸
入
監
蕾
條
例
は
即
ち
此
窮
狀 

を
救
は
ん
が
爲
に
現
は
れ
’た
る
も
の
な
り
。

.̂
:
緊
泳
關
稅
法
第

^

車
|

染
料
並
に

'-
'

ぐ
，
-.
:
:.
:
:
.
.
:
:

化
_

藥
.品

：
!̂

第i
"

本
法
施
行
以
後
三
ヶ
月
間〔

詁
十
三〕

左」

一
記
载
ス

.

ル
.染
料
並
“

1

化
學
藥
品
>>
:左
記
ノ
'場
合
ノ
外
、
■合
衆

-

'
.國
I及

其

領

土

內

ー

一

輸

入

ス

ル

事

ヲ

許

ナ

ズ

_

辟

硝

酸

曹

達.-

(
N
-
a
N
P
.
)

.

,

I 

'

^
 

—

ゲ
タ

-

f

、

ヨ
リ
崎
製
シ
タ
ル
藥
品 

合

成

ノ

有

機

化

舉

藥

品

ン'

輸
入
ヲ
許
可
ス
ル
場
合
次
.ノ如
シ 

ニ 

)

钤
衆
國
及
ビ

*
領
+
ぼ
一
一
於
テ
同
一
品
又

パ
完 

:

全
ナ

‘
代
用
品
ヲ
得
ル
_

ハ
ザ
ル
事
ヲ
大
藏
大

6
ノ
承
譃
シ
タ
ル

- «
八ロ

.(

ニ)

數
最
不
足
一1

シ
>

IE
當
ノ
條
件
V

價
格
、
希
盤 

ノ
時

期

一一
於

テ
得
ゲ
事
能
や
ザ
ル
事
ヲ
大
藏
大
帒 

ノ
承
認
シ
タ
ル
場
合 

輸
入

ヲ
許
ス
爨

、ノ
合
衆
國
或

、ノ
其
領
土

內 

一}於

テ
荷 

、
受
ヶ
以
後
三

’ヶ
月

i
=
十
四1

以
內
ユ
實
際
消
费
ス
〃
消 

:
费
者
ノ
嬰
求
ス
ル
最
モ
限
ル 

第
一K

戰
時
產
業
號
理
周
货
玲T

r
a
d
e

 

B
o
a
r
d

 

s
e
c
t
i
o
n
)

 

ヲ
國
務
遒
ノ
所
轄
ヨ
リ
大
藏
省
ノ
所
轄
一
一
移
シ
、
戦 

時
產
業
S

现
局
ヲ
シ
テ
之
.ギ
収
締

ニ
任
ゼ
シ
ム

'

,.St

硝
.薛
蒈
達
'c

i
M
a
J
N
t
c
a
.
)

:■
.
,【

驻
十
三
U
.上
.院
の
.原
案
！
±

は
六
ケ..BE:

と
.
規

定

レ

れ

S

.4

.
'五
月1十

八

.
，
：

0
=上
院
下
院
聯
合
關
税
委
貴
會
に
於
て
三
ヶ
月
と
變

1
し

| :
る
も 

0

^

り

。

_

’ I

銑
十
四】

.：同
右

.

ハ

第

十

U

從
價
稅
樑
準
變
更
問
題
の
將
來 

.
從
來
の
ァ
ン
ダ
ー
ゥ

I
ド
關
稅
法
が
從
價

ft
の
標
準

,'
1

:

を
輸
出
國
の
市
僧
に
置
き
た
る
事
及
び
緊
急
關
稅
法
が

I 

之
を
改
正
し
て
輸
出
國

0
市
價
或
は
輸
出
價
格
の
內
何
：
 

れ
が
；一

方
高
價
な
る
價
格
を
標
準
ど
す
る
事
化
改
め
れ 

る
は
旣

R
之
を
述
べ
た
り
ノ

' 

.

一
 

然
る
に
斯
に
關
稅
改
正
の
初
め
ょ
り
右
の
改
正
案
ビ 

»
抗
し
來
れ
る
別
個
の
主

_
あ
ら
.、
即
ち
米
國
の
市
價 

:

を
以
て

.課
稅
の
標
準
ビ
す
る
主
義
之

^
し
て
、
商
務
大

. 

K
.
.フ
丨X

 

.
1の
如
き
毛

.此
，主
：義
を
主
張
し
緊
急
關
税
發 

:案
が

_
會
の
‘問
題
れ
办
し
間
屢
々
法
案
の
形
式
を
具
へ
，：
 

て
議
題
に
上
ら
ん

S
し
^

>

?;:
:
,

此
主
'義
に
從
丨
へ
ば
從
來
合
衆
國
政
府
が
屢
々
經
驗
し
. 

れ
る
外
國
市
價：

調
奪
の
困
雞
を
繰
b

返

す

の

，要

な

く

、

又
.爲
替
相
場
の

®
動
，に
依
る
困
雛
を
も
，

」

掃
す

.

.ベ
(
、

第
十
at

锻

(
1

三
九
九)

雜

錄

.

緊
S

税
法

.®
!

內
地
の
產
業
幺
保
課
す
る
上
は
於
て
は
理
論
上
最
も
公 

正
な
る
課
税
檩
準
を
設
立.

し
得
る
の

«

ぁ
り

€

雖
も
、 

實
際
は
於
て
は
米
國
の
；市
價
を
櫟
準
€
す
る
時
は
生
產 

業
者
或
は
輸
入
業
者
は
輸
入
稅.

の
.額
を
豫
知
す
る
事.

不 

可
能
な
る
を
以
て
取
引
の
上
に*

常
な
る
困
難
^
成
す 

ベ
く
、
又
税
關
に.

取̂

N

て
は

.
B

々
輸
入
し
來
る
無
數
の 

商
品
に
對
し
，'て
其
都
度
市
價
の
評
定
を
爲
す
が
如
さ
は 

徒
に
實
務
の
煩
雜
を
來
ず
の
み
に
し
て
到
底
實
行
爲
し 

難
く
、
例
べ
ば
ロ
本
の
關
税
法
.に
於
て
も
明
治
四
十
四 

.

年
以
來
之̂

同
一
の
生̂

を
取
り
來

b

た

雖

、
未 

だ
甞
つ

V

I E

し
く
之
を
適
用
し
た
る
實
例
を
聞
か
す
、 

然
る
^
七
月
上
旬
議
會
に
現
ば
る
べ
き
フ
ォ
ー
ド
ユ 

1
の
一
般
關
龀
の
改
疋
桊
は
此
主
磯
の
上
に
起
草
せ
ら 

れ

づ
V

あ聞く。

，

.之
に
對
し
て
は
民
主
黨
は
勿
論
激
烈
な
る
反
對
を
試 

if
べ
き
も
共
和
黨
は
多
數
黨
な
れ
ば
ま
だ
興
將
來
は
容 

易
に
斷
定
す
る
事
能
：は
ざ
る
な
&
。

に
就
て 

第
十
號 

一
H
九



竿

泰

ハ

一
.

四
O

Q

V

_

錄
；

緊

菌

秘

鐘

,

以
上
を
以
て
千
九¥

ニ

十
1
年

米

_

緊

急

關

稅

法

の
 

大
要
を
說
明
し
終
れ&

、
說
明
の
對
照
に
主
す
し
て
獨 

逸
の
實
例
を
引
用
し
，

.

た
る
は
現
在
米
國
の
生.

産
業
：の
最I 

も
®

^

>

競
爭
者
は
，獨
遨
は
し
て
對
獨
逸
の
政
策
は
鑛 

て
米
國
商
業
政
策
の®

本
公
な
す
が
故
な
り
。
然
か
む 

而
し
て
獅
逸
の
靡
業.

囘
復
は

M

に

米

國

の

み

の

間

«'
に 

非
す
又
日
本
の
問®

な
々
、
獨
逸
阈
段#

.

在
す
る
以
上
、 

今
後

#

#

が
輙
出
貿
易̂

全
カ
を
倾
注
す
る
はp

B

i ; 

し
て
、
彼
等
が
輸
出
贸
易
に
全
カ
を
傾
く
る
以
上
勢
ひ

_ 

日
本
は
其
：激
烈
な•

る
辕̂

を
豫
期
せ
ざ
る
ベ
か
ら
ず
。

.

米
國
の
供
规
瞒
稅
率
の
上
騰
は
由
り
て
は
輸
人 

it
せ
ら
れ
、
!i
巡
.の
競
#

に
由
b

T:
'«
販
路
を
縮
少
せ 

&

冬

る

と

す

れ

後

の

：對
米
資
為
は
.決
し
て
從
來
の 

如
く
敕
易
R
,

は
#

ら
ざ
る
^

k

愈
.々

堅
實
な
る
產
.業
、 

眞
#

な
る
資
易
政
策
.に
#

ざ
れ
.ば
立
つ
能
は
r

る
の
時 

は
來
れ
り
。
日
本
質
易
業
者
の
自
重
を
切
望
し
て
止
ま

t

難
十
挪

9

0

る
な
，.

cs<
(

完3

「

資

本

」

な

る

名

辭

の

變

遷

(

上

)

 

園

.
乾

治

.1

 

‘ 

こ
れ
は 

E
d

w
i

n

 

.
.

c
a

n
n

a
a

,
.

 

E
a

r
l

y

 

H
i

s
t

o
r

y

 

o

f
 

t
h

e

 

T
e

r
m

 

™ 

C
a

p
i

t
a

l
.

 

(
T

h
e

 

Q
u

a
r

t
e

r
l

y

 

J
o

-
r

n
a

l

 

o
f

 

E
c

o
n

o
m

i
c

s
.

 

M
a

v

 

M92
I

所
栽)

の
丰
要
部
分
0
意
譯
：で
も
る
。

 

.

.
P

P

I

Iざ
い
ふ
形
容
詞
ば
.、&

1
.マ
人
が
そ
の
'名 

,
詞

p
p
u
t

か
ら
作
o

出
し
た
％
の
で
.

*
つ
て
、
i

0
 

一
言
葉
は
、英
語
の
所

®

B
e
a
d

の
意
味
を
有
つ
て
居
る

.

ラ
テ
ン
語
で
あ
る
。
英
語.

で
-

は
.

；

h
e

a
d

を
形
容
詞
的
! ; 

ノ
用
ひ

' 

或
.

ひ
«

.

ハ

ィ

：
ス

.

ン

を

挤.

入
し
て
矿
叫̂

^

^

^

 ̂

t re
a

d
-

o
i

H
c

e
s

,
,

 

h
e

a
d

-
q

t
l

a
r

t
e

r
s

,

ビ
い
ふ

X

合
こ
：
H

 

A

 

る 

o
 

^

し̂
^

書
'

の

，
記..

載

す'

る
v

.

. t
.
’

ろ
.

を
眞
ビ
■

す

るt -
.

ら
.
€
、
：
 

*

典
.

時

代

0

■
ラ
テ
ン
'，
諝

ぃ

の

用

法

で

は

ヽ

；
c

a
p

i
t

a
l

s

K

抑
稱
じ
用
ふ
，
る 

'

形

，
容

,

ふ

言
i
は
般

IF：

• プI

1
I
1

1
I

|

II1

p

p

i

s

即

ち「

死
刑

k

處
す
べ
§」

ご
同
じ
意
味
の
場 

合
比
限
'

0

 

.て
用
び
ら
れ
た
ど
い
ふ
こ

 

<

 

で
あ
る
。
然
し 

時
々
は
、
英
語̂

於
て
は
も
つ
€
ょ
く
知
ら
れ
て
ゐ
る 

「

最
も
筮
要
な
る」

ビ
い
ふ
意
味
に
用
び'

ら

.れ

る

こ

ビ

も
 

あ
つ
f t

o

さ
ぅ
し
て
後
に
は
こ
の
用a

方
が
普

®

S

な 

つ

て

、

怫

語

ヤ

一

々

l
a

 

v
i

l
i

e

 

.
c

a
p

i
t

a
l

e

 

d

c

m

 p
a

y
s
》

公l
e

 

p
o

i
n

t

 

c
a

p
l

t
a

i
e

 

d
e

 

p
a

f
f

a
l

r
e

: "

英

語

で
,

?

 

c
a

p
i

s

 

m
e

s
s

u
a

g
e

 

3 

t

 

a
e

 

c
a

p
i

t
a

l

 

d
t

y

 

6f
 

a

 

c
o

u
n

t
r

y

 

ゴ
及

. 

び 

k

^

h

e

 c
a

p
i

t
a

l

 

n
l

e
d

t
'

o
f

 

a

 

w
o

r
l

c
.

等

w

 

い
ふ

p

 

ぅ

な

用

办

方

が

澤

^

^

行
は
れ
る
や
，ぅ̂

.

な
つ
た
。

(

然 

し

s
p

i
t

a
l

i
e

t
t

e
r

ざ
い
ふ

#

<

a

m

は
、
以
上
の
如
ぐr

l

 

も
童
3?

.

な
名

J

 

, 
£

い
ふ
意
味

.

は
な

.

い

O

却
つ
て
本
來
の 

「

先
頭̂

立
.

つ
.

」

€
い
ふ
意
味
に
用
ひ
ら
れ
た
も
の
で
あ 

る

)

。M

の
倉
味
に

.

於
'

S

で
は
、’
英

語

の
I

吣
及
び
ぃW 

. 

れ

？
等
じ
く 

h
a

p
u

t

の
意
味
を
弱
く
し
だ
形
で
あ
る
弗 

舞
の

'

c
h

e
f

ミ
は
全
く
同
義
：

.

語

で

あ

る

。
.
：

一

っ

の

事

槳

，が

個

人

.

的
^

經

營

せ

、ら
.

る

、

か

、

又

は

第
十M

餘 

<
1
'四.〇
ー〕

雑 

'錄

S

本j

突
名
辭
の
输
邀 小

數
の

.

者

の

紐

合

砍

ば

る

'

商
會
i c
i

り
て
經
餐
せ
：ら
冬 

、
か
，
或

a

は
多
數
の
奢
の
組
合
で
あ
る
會
社
に
ょ
り 

て
經
營
せ
ら
る
、
か
、
を

.の

孰

れ

の

揚

合

で

あ

る

を

開
 

は

ず

、
或
る.

特

定
0
事
業
に
於
ぃ.

て
収
极
は
る
、
主
遮 

な
る
貨
幣
額
は
何
で
あ
：る
かミ

云
へ
ば
、
そ

れ

は

.
即

ち
 

事
業
の

.

基
礎
を
な
す
貨
幣.

額
。
個
人
、
商
會
、
會
脑
が 

取
⑷

を
な
す
貨
幣
の
總
計.

を
S

ふ
の
で
あ
る
。
言
ふ
迄 

も
な
く
ご
れ
は
最
初.

に

は

裏

業

を

開

始

し

ね

.る

貨

幣

額
 

1?

後
に
は4

>

れ
に
附
け
加
ふ
べ
き
額
ど
控
除
す
べ
き
額 

v

が
生
ず
る
，
さ
ヶ
し'r

幾
何
を
附
け
加
へ
、
員
«
を 

控
除
す
ベ
き
か
は

，
.
.實
際
_

«

で
あ
ヴ
て
意
見
が
區
 々

に
岐
れ
て
來
る
。
旦
つ
一
般
的
な
原
則
も
或
る
程
度
ま
 

で
事
樂
の
禪
類̂

ょ
み
、
ま
f t

同
一
種
類
0
.も

の

に

於
 

S

て

も

經

營.

の
方
法̂

ょ
り
て
相
違
す
る
の
で
あ
る
。 

か
.
く

の

如1

.

如
做̂

る
金
額
を
逬
し
い
額
と
す
る
か 

ビ
n

ど
R

就
い
て
は
、
議
■
が
あ
る
か
も
知
れ
な 

い
け
れ
ざ
も
そ
の
本
位
攸
就
ぃ
て
は
、
疑
問
は

^

し
t

、
第

十

獄_

m

タ t;濟 113


